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議案第87号　令和４年度福岡市一般会計補正予算案（第１号）[こども未来局所管分]

１　歳入歳出予算補正

　　款　　項　　目

千円 千円 千円 千円 千円
３款　こども育成費

　１目

　２目

- 

計 123,567,697 2,778,091 126,345,788 2,778,091 - 

　その他の科目 4,842,101 - 4,842,101 -  -  

こども育成支援費 114,276,686 2,776,091 117,052,777 2,776,091     - 

5

4
～

　１項　こども育成費

こども育成総務費 4,448,910 2,000 4,450,910     2,000 - 

国県支出金 地方債

予算案
説明書
ページ

補　正　額　
補正前の額 補　正　額 計 特　定

-1-



の　財　源　内　訳
財　源

千円 千円 千円

千円

関連歳入
（１９）国庫支出金 千円

児童手当等の追加 千円

関連歳入
（１９）国庫支出金 千円

- 2,778,091     - 

- -  -  

- 2,776,091     - 

・低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金

　児童扶養手当受給世帯や住民税非課税の子育て世帯
の生活を支援するため、特別給付金を支給

2,776,091         

2,776,091 

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化
交付金

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化
交付金

「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の
支給事務に係る職員手当等の追加

2,000               

一般職職員給与費等の追加 2,000       
- 2,000 - 

一般財源
説 明

その他 計
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令和４年度 低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金について 

 

 

１ 概要 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に

直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給する。 

 

２ 支給対象者 

 （１）児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯） 

  ①児童扶養手当受給者 

  ②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていな

い方 

  ③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童

扶養手当の対象となる水準に下がった方 

（２）（１）以外の住民税非課税の子育て世帯（その他低所得の子育て世帯） 

 ①児童手当又は特別児童扶養手当受給者 

 ②上記①以外の高校生のみ養育している方 

 ③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民 

税非課税相当の水準に下がった方 

※１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童（障がい児の場

合は２０歳未満） 

 

３ 給付額 

  児童１人当たり５万円 

 

４ スケジュール 

 （１）低所得のひとり親世帯 

  ①児童扶養手当受給者（令和４年４月分）は、令和４年６月中旬に支給予定 

  ②家計急変した世帯等については、申請に基づき、速やかに支給予定 

（２）その他低所得の子育て世帯 

  ①児童手当（令和４年４月分）等の受給者（住民税非課税に限る）は、 

令和４年６月末までに支給予定 

  ②上記①以外の者のうち、高校生のみ養育世帯、家計急変した世帯等（いずれ

も住民税非課税に限る）については、申請に基づき、速やかに支給予定 
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